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事 務 連 絡 

令和２年 11 月 26 日 

 

 

各都道府県衛生主管部（局） 御中 

 

 

厚生労働省医政局地域医療計画課 

 

 

病床機能再編支援事業の実施に関するＱ＆Ａについて 

 

 

病床機能再編支援事業の実施については、「令和２年度医政局所管補助事業に

係る事業計画書の提出について」（令和２年 10 月 20 日付け厚生労働省医政局医

療経理室事務連絡）により事業募集を行ったところですが、今般、これらの事業

の実施に当たり様々な御照会をいただきましたので、別紙のとおりＱ＆Ａを定

めましたので、貴管下医療機関及び関係団体等の関係者に対し、周知徹底方御配

慮お願いします。 
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病床機能再編支援事業の実施に関するＱ＆Ａ 

 

 

１．全般的事項 

 

Ｑ１：補助金と給付金の違いはなんですか。 

 

Ａ１：国から都道府県に交付するものが病床機能再編支援補助金、当該補助金を

原資に県から病院に給付するものが各種給付金となります。 

 

Ｑ２：令和３年度以降については、どうなるのですか。給付金の支給継続のため、

立法を行う予定はありますか。 

 

Ａ２：令和３年度以降においては、消費税財源による「医療・介護の充実」とす

るための法改正を行い、これに基づき病床機能の再編支援を行うこととし

ています。 

 

Ｑ３：給付金の支給について、申請者が不服申立てを行うことはできますか。 

 

Ａ３：給付金の法的性格は、民法（明治 29 年法律第 89 号）上の贈与契約であ

り、行政処分ではないので、給付金の支給については、不服申立て等の対象

とはなりません。 

 

Ｑ４：各給付金は、課税の対象になりますか。 

 

Ａ４：各給付金は、病床機能再編を支援するため、使途に制約のない資金を給付

するものです。これは、税務上、益金（個人事業者の場合は、総収入金額）

に算入されるものですが、損金（個人事業者の場合は必要経費）の方が多け

れば、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。 

 

Ｑ５：給付金の返還が生じた場合、当該返還に係る債権の時効は、民法によるの

ですか、地方自治法によるのですか。 

 

Ａ５：何らかの事由により給付金の返還が発生した場合、当該返還に係る債権の

法的性質は私法上の債権と解されるところであり、当該債権の時効は民法

の規定によることになるものと考えられます。 

別紙 
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Ｑ６：病院からの給付金支給の要望の提出、都道府県から国への補助金の交付申      

請から交付決定の時期など、スケジュールはどうなっていますか。 

 

Ａ６：本補助金は、国から都道府県に 12 月４日までに要望の提出をお願いした

分については、令和２年 12 月から令和３年１月目処で内示を行い、その後

速やかに交付申請いただき、令和３年２月から３月にかけて交付決定を行

う予定です。 

なお、予算額の残額状況によっては２次募集を実施する可能性もありま

す。 

 

Ｑ７：給付金を支給する上で、都道府県の予算措置は必要でしょうか。 

 

Ａ７：令和２年度に支給する給付金については、令和２年度中に予算措置いた 

だく必要があります。 

 

Ｑ８：概算払いは認められるのでしょうか。 

 

Ａ８：国から都道府県への概算払いについては、経費の性質上前金又は概算を以

て支払をしなければ事務に支障を及ぼす場合に交付が可能となっており、

国から都道府県へ交付する病床機能再編支援補助金は性質が異なるため、

精算払いとなる前提でお考えいただければと存じます。 

ただし、概算払いの要件に該当すると認められた場合は概算での支払いが

可能となりますのでご要望があれば個別にご相談いただければと存じます。 

 

Ｑ９：給付金の使途は定められていますか。医療機関は実績報告書を提出する必

要がありますか。 

 

Ａ９：使途は限定されていないため、個々の状況に応じて広くお使いいただけま

す。また、給付金の支給を受けた医療機関は実績報告書を提出する必要はあ

りません。 

 

Ｑ10：都道府県が国へ実績報告書を提出するのは事業の完了の日と理解してい

ますが、この事業の完了日とはいつになりますか。また、いつまでに事業を

完了する必要がありますか。 

 

Ａ10：給付金の申請のあった病院等への給付金の交付又は交付決定が全て完了
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した日が病床機能再編支援補助金の事業完了日となります。また、事業完了

は令和３年３月 31 日までに行っていただく必要があります。 

 

Ｑ11：国から都道府県への交付決定が行われる前に都道府県から病院等への給

付金の支払いをしてもいいのでしょうか。 

 

Ａ11：交付決定日以降でお願いします。なお、例年国から都道府県への交付決

定は２月から３月に行われることとなるため、都道府県から事業者への支

払いも短期間で実施いただくことになろうかと思いますので事前に準備は

進めておいていただければ幸いです。 

 

Ｑ12：申請額が予算額をオーバーした場合でも１床あたりの単価等満額支給さ

れるのでしょうか。 

 

Ａ12：各都道府県の申請状況、予算額の残額状況などを総合的に加味して判断さ

せていただきます。 

 

Ｑ13：審査上注意すべき点はなんでしょうか。 

 

Ａ13：統合支援については、病床削減や利子補給と異なり成果が確認できるまで

に時間を要することから、給付後に統合協議が破綻すると、関係病院等に対

し交付した給付金の返還を求める必要が生じます。このような事態は関係

病院等の経営に大きな影響を与えることから、可能な限り避ける必要があ

ります。よって、都道府県におかれては、統合に関する議論の進捗状況を把

握し、確実に統合が行われると見込まれる事案について給付を行うよう努

めてください。 

 

Ｑ14：病床削減後（又は統合後）の許可病床数の中に休棟等を残すことは 

可能でしょうか 

 

Ａ14：病床削減後（又は統合後）の許可病床には休棟等が全て削減されている状

態となっている必要があります。病床削減支援および統合支援給付金の支

給対象となる病床数は、休棟等をすべて削減したうえで対象３区分の稼働

病床から削減した病床数に対して支給額が算定されることになります。 
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２．病床削減支援給付金について 

 

Ｑ15：平成 30 年度病床機能報告による高度急性期機能、急性期機能及び慢性期

機能の病床数の削減を対象としたのは何故でしょうか。 

 

Ａ15：削減対象については、本事業開始時点において、直近でとりまとめられて

いる平成 30 年度病床機能報告を用いることとしました。また、今後、高齢

化の進展により、リハビリテーション医療の需要増加が見込まれ、当該医療

を主に担う回復期病床は、全国的に増やしていく必要があることから、回復

期を除く高度急性期機能、急性期機能及び慢性期機能を対象としました。 

 

Ｑ16：支給額の算定方法を教えてください。 

 

Ａ16：以下の手順で支給額を算定します。 

① 平成 30 年度病床機能報告における対象３区分（高度急性期・急性期・慢性期）の 

病棟の許可病床数の合計値（Ａ）を算出 

 

② 平成 30 年度病床機能報告における対象３区分（高度急性期・急性期・慢性期）の 

 病棟の稼働病床数の合計値（Ｂ）を算出 

 

③ 以下の式により、対象３区分の病床稼働率（Ｃ）を算出 

         平成 30 年度病床機能報告における対象３区分の病床の年間在棟患者延べ数の合計値（※） 
 病床稼働率 ＝ ―――――――――――――――――――――――― × 100 
                 Ａ × 365 

 

 ※ 平成 30年度病床機能報告対象期間のうちに病棟の再編・見直しを行っている場合 

は、報告可能な対象期間から年間換算して当該病棟の年間在棟延べ数を算出。 

  例) 平成 30 年度病床機能報告において、報告可能な対象期間が３ヶ月、在棟患者延 

べ数が 3,000 人と報告されている場合、3000×12／３＝12,000 人 

④ Ａ×Ｃにより、一日平均実働病床数（Ｄ）を算出 

 

⑤ 以下の式により、支給対象病床数（Ｅ）を算出 

 支給対象病床数＝Ｂ－削減後の対象３区分の許可病床数の合計－回復期又は介護医

療院へ転換した病床数の合計 

 

⑥ 以下の式により、支給額を算出 

 ⅰ）Ｂ－Ｄ＞Ｅの場合（一日平均実働病床数まで削減しない場合） 
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  支給額＝Ｅ×削減病床１床あたり単価（※） 

 

 ⅱ）Ｂ－Ｄ＜Ｅの場合（一日平均実働病床数より少ない病床数まで削減する場合） 

  支給額＝（（Ｂ－Ｄ）×削減病床１床あたり単価（※））＋（（Ｄ＋Ｅ－Ｂ）×2,280 千円） 

  ※Ｃの値に応じて変動 

 

Ｑ17：平成 30 年度病床機能報告について、報告していない場合や、報告した内

容に誤りがあった場合はどのように取り扱うのでしょうか。 

 

Ａ17：都道府県において、平成 30 年度病床機能報告内容の訂正が必要と認めら

れた場合に限り、訂正された報告内容に基づいて支給してください。 

   なお、医療機関側が未報告の場合には法律に定められた義務を果たして

いないため支給の対象にはなりません。 

 

Ｑ18：令和元年度以前の病床削減は対象とならないのでしょうか。 

 

Ａ18：令和２年度事業であることから、当該年度に行われる病床削減を対象とし

ており、令和元年度以前に行われている病床削減は対象とはなりません。た

だし、令和２年度に対象３区分の病床を更に削減した場合は、令和２年４月

１日時点の対象３区分の稼働病床数を、平成 30 年度病床機能報告において

対象３区分として報告された稼働病床数とみなして申請して差し支えあり

ません。なお、この場合に用いる病床稼働率について、平成 30 年度の病床

機能報告のものよりも令和元年度病床機能報告のものの方が有利となる場

合は、令和元年度のもので申請しても差し支えありません。 

 

Ｑ19：申請する病院が同一年度内に複数回の病床削減を行った場合どのように

申請させればよいでしょうか。 

 

Ａ19：同一年度内のものは、一回の申請にまとめてください。 
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Ｑ20：３月 31 日までに病床削減の許可を受けた病院等を対象とした場合、例え 

ば３月31日に変更許可を受けた病院等に対する給付手続きは翌年度になる 

と考えられるが、どのようにすればよいでしょうか。 

 

Ａ20：都道府県が厚生労働省に対して行う交付申請の期限は交付決定にかかる

事務処理期間を考慮して２月頃を予定しており、それ以降の交付申請は受

け付けられません。このため、都道府県が病院等に対して設ける給付申請の

期限はそれ以前に設定いただくこととなります。 

   よって、 

・  申請期限以降の日付で許可病床の変更を行う予定の病院等は、変更

年月日を明記した開設許可事項変更許可申請等を許可権者に提出（届

け出）をさせてください。 

   ・ 都道府県においては、許可権者が給付申請の期限までに許可（又は受

理）することができるよう、余裕を持って開設許可事項変更許可申請等

を行うよう病院等に対する周知をお願いします。 

  ※国・都道府県・病院の給付金支給までのスケジュール及び必要書類につい

てのイメージは別紙を参照願います。 

 

Ｑ21：給付申請までに許可病床数の変更を示す書類が間に合わないが、 

令和２年度中に病床削減が決まっている病院等はどのように対応すれば 

よいでしょうか。 

 

Ａ21：開設許可事項変更許可申請の許可書又は受理印が押印された開設許可事

項変更届出等の写し等が給付申請期限までに間に合わない場合、許可権者

への提出前の申請書又は届出書の写しであっても認められるものとします。

その場合、都道府県が継続して進捗を管理することも踏まえて、病院等は申

請日（予定）又は届出日（予定）を記載した状態で都道府県へ提出させてく

ださい。 

予定されていた申請日又は届出日を過ぎても病院等からの提出の事実が

確認できない場合、都道府県は速やかに厚生労働省への交付申請を取り下げ

るようお願いします。 

病院等は許可書又は受理印が押印された届出書を受け取り次第、速や か

に都道府県へ提出させてください。 

令和３年３月 31 日までに病院等から許可書又は受理印が押印された届出

が都道府県へ提出されない場合は、交付決定された場合であっても返還対象

となります。 
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Ｑ22：平成 30 年度病床機能報告から令和２年３年３月 31 日の期間に病床削減 

等を実施し、更に令和２年度中に対象３区分の病床削減等をした病院に 

ついてはどのように考えればよいでしょうか。 

 

Ａ22：以下の３点について留意の上、支給申請額算定シートを参考に算出してく

ださい。 

・ 支給要領３．支給の要件②に記載の基準については、変わりなく平成

30 年度病床機能報告を基準として算出してください。 

・ 削減前の病床数は、平成 30 年度病床機能報告時の対象３区分の稼働病

床数、又は令和２年４月１日時点の対象３区分の稼働病床数のいずれ

か少ない方を基準として算出してください。 

・ 削減した場合の１床あたり単価において根拠となる病床稼働率および

１日平均実働病床数は、平成 30 年度病床機能報告又は報告可能な対象

期間から年間換算した年間在棟延べ数のいずれかを選択し、同一期間

の対象３区分における稼働病床数を基に算出してください。 

 

Ｑ23：本事業における病床削減の定義を教えてください。 

 

Ａ23：病院等が療養病床又は一般病床の許可病床を減床することをいいます。   

ただし、給付金の支給対象となるには、病院等の平成 30 年度病床機能報

告における稼働病床数の１０％以上にあたる許可病床数を減床しているこ

とが前提となります。 

なお、地域医療連携推進法人による病床融通や医療法第 30 条の４第 10 項

に基づく複数の公的医療機関等を含めた再編統合の特例等、複数の病院等の

機能分化・連携の取組により病院等が病床削減する場合は、当該病院等の平

成 30 年度病床機能報告における稼働病床数の１０％以上にあたる病床数分

が関係病院等全体の療養病床及び一般病床の許可病床数から、削減されてい

る必要があります。 

 

Ｑ24：病床削減が完了した日はどのように判断すればよいでしょうか。 

 

Ａ24：削減の完了年月日は、医療機関が都道府県に給付申請する際に添付する許

可病床数の変更を示す書類（開設許可事項変更許可書、開設許可事項変更

届、廃止届等）により確認するものとし、当該書類で確認できる許可病床

数の変更年月日を基準に判断してください。ただし、状況に応じて前述に

準ずる使用許可証等の書類や使用許可日等でも認められることとします。 
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Ｑ25：給付金の算定に当たり、対象３区分の削減病床数のうち、回復期機能への

転換病床数分及び介護医療院への転換病床数分については、何故算定から除く

こととしたのでしょうか。 

 

Ａ25：介護医療院は、病院等と同様の施設基準および医師、看護師の配置を義務

づけたうえで、医療を提供し、病院等の名称を用いることが可能であり、病

院等と同様と考えられることから、介護医療院へ病床の転換は、病床削減と

して取り扱っておりません。また、回復期機能への転換については、病床が

残るためです。 

 

Ｑ26：地域医療構想調整会議及び都道府県医療審議会が厚生労働大臣への交付

申請期限までに開催が困難な場合、いつまでに行えば良いですか。 

 

Ａ26：地域医療構想調整会議及び都道府県医療審議会の議論の結果によって、補

助金の交付決定後に取消又は変更とならないよう、遅くとも補助金の交付

決定までには実施いただくようお願いします。なお、過去に開催した地域医

療構想調整会議及び都道府県医療審議会において、給付申請を行った病床

削減が、地域医療構想の実現に資するものであると議論がなされているこ

とが議事録等で明らかである場合は、改めて議論する必要はありません。 

 

Ｑ27：「地域医療構想調整会議の議論の内容及び都道府県医療審議会の意見踏ま

え、都道府県が必要と認めたものであること。」について、想定している内

容を教えてください。 

 

Ａ27：病院等から削減病床の内訳等を説明、意見聴取されることを想定していま

す。 

    ※詳細は別紙を参照願います。 

 

Ｑ28：地域医療連携推進法人の参加法人間は、同一開設者となるのでしょうか。 

 

Ａ28：法人としては異なることから、同一の開設者とはみなされません。そのた

め、参加法人Ａの開設する病院の病床削減の際に、同一地域医療連携推進法

人内の参加法人Ｂが、地域医療構想の実現に向けたものであるとして認め、

医療法第 30 条の４第 12 項に基づき開設する病院の病床を増加させる場合

にあっても、参加法人Ａの開設する病院の病床削減は給付金の支給対象と

なります。 
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Ｑ29：経営状況を踏まえ、地域医療構想とは関係なく、単に廃院となる場合にも

給付の対象となるのでしょうか。 

 

Ａ29：地域医療構想の実現を目的としたものではない病床削減（経営困難等を踏

まえた自己破産による廃院）は給付の対象とはなりません。 
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３．医療機関統合支援給付金 

 

Ｑ30：病床削減支援給付金と医療機関統合支援給付金の両方を申請することは 

可能でしょうか。 

 

Ａ30：医療機関統合支援給付金の申請は、病床削減支援給付金の対象となった

病院等が関係病院に含まれていた場合でも、当該病院等を算定の対象とす

る事が可能です。 

 

Ｑ31：支給額の算定方法を教えてください。 

 

Ａ31：以下の手順で支給額を算定します。 

Ⅰ．統合関係病院ごとに、以下の手順で支給額を算定 

① 平成 30 年度病床機能報告における対象３区分（高度急性期・急性期・慢性期）の 

 病棟の許可病床数の合計値（Ａ）を算出 

 

② 平成 30 年度病床機能報告における対象３区分（高度急性期・急性期・慢性期）の 

病棟の稼働病床数の合計値（Ｂ）を算出。 

 

③ 以下の式により、対象３区分の病床稼働率（Ｃ）を算出 

         平成 30 年度病床機能報告における対象３区分の病床の年間在棟患者延べ数の合計値（※） 
 病床稼働率 ＝ ―――――――――――――――――――――――― × 100 
                 Ａ × 365 

 

 ※ 平成 30年度病床機能報告対象期間のうちに病棟の再編・見直しを行っている場 

合は、報告可能な対象期間から年間換算して当該病棟の年間在棟延べ数を算出。 

  例) 平成 30 年度病床機能報告において、報告可能な対象期間が３ヶ月、在棟患者 

延べ数が 3,000 人と報告されている場合、3000×12／３＝12,000 人 

 

④ Ａ×Ｃにより、一日平均実働病床数（Ｄ）を算出 

 

⑤ 以下の式により、支給対象病床数（Ｅ）を算出 

 支給対象病床数＝Ｂ－統合後の対象３区分の許可病床数の合計－回復期又は介護

医療院へ転換した病床数－他の統合関係病院等へ移転した対象３区分の病床数 

 

⑥ 以下の式により、支給額を算出 

 ⅰ）Ｂ－Ｄ＞Ｅの場合（一日平均実働病床数まで削減しない場合） 
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   支給額＝Ｅ×削減病床１床あたり単価（※） 

 

 ⅱ）Ｂ－Ｄ＜Ｅの場合（一日平均実働病床数より少ない病床数まで削減する場合） 

  支給額＝（（Ｂ－Ｄ）×削減病床１床あたり単価（※））＋（（Ｄ＋Ｅ－Ｂ）×2,280 千円） 

 ※Ｃの値に応じて変動 

 
Ⅱ．全ての統合関係病院等が重点支援区域における支援対象病院として位置付けられ

ている場合は、統合関係病院等の施設ごとに算定された金額に１．５を乗じて算定さ

れた額の合計。 

 

Ｑ32：重点支援区域内の病院等の統合計画であれば、医療機関統合支援給付金の

支給額が１．５倍になるということでよいでしょうか。なお、この場合は病

床削減支援給付金の支給額も１．５倍になりますか。 

 

Ａ32：都道府県からの重点支援区域申請の際に、「再編統合（機能連携等を含む）

の対象となる医療機関」（以下「医療機能再編等対象医療機関」という。）と

して位置付けられた医療機関がすべて含まれている統合計画である必要が

あります。重点支援区域において医療機能再編等対象医療機関に変更が生

じた場合には、統合関係病院間における統合計画の合意前に、厚生労働省へ

変更手続をお願いします。 

   なお、病床削減支援給付金は１．５倍にはなりません。 

 

Ｑ33：給付申請書に添付する「統合に関する計画書」に記載する統合前と統合後

の医療体制については何を記載するのでしょうか。 

 

Ａ33：統合前については、統合前の各々の病院等の名称、開設者、所在地の住所、

所在する構想区域、病床機能別の病床数等の記載、統合後については、統合

後に残る病院等の名称、開設者、所在地の住所、所在する構想区域、病床機

能別の病床数等の記載が必要となります。 

 

 

Ｑ34：給付申請書に添付する「統合に関する計画書」に記載する合意の内容は、

基本設計や実施設計等で開院が2025年度中になっている等の根拠となる書

類等が必要となるのでしょうか。 

 

Ａ34：統合に関わる合意書を作成し、地域医療構想調整会議等にて確認していた
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だくようお願いします。また、合意書作成時点において、基本設計や実施設

計など具体的な計画については提出いただく必要はありません。 

なお、合意の内容が履行出来ない場合は給付金の返還を求める必要があり

ますので、スケジュールや機能等の合意にあたっては十分な検討が必要とな

ります。 

 

Ｑ35：病院の廃止の中には有床診化し、医療機関としては存続する場合は含ま 

れますか。また、介護医療院として残るものも含まれますか。 

 

Ａ35：病院として廃止されれば、有床診や介護医療院として残っても統合支援の

対象とする要件である病院の廃止と判断して差し支えありません。ただし、

有床診として残る病床や、介護医療院に転換する病院の病床については、統

合支援分の給付金を算定する対象とはなりません。 

 

Ｑ36：例えば２つ病院が２つの有床診療所となった場合、病院が廃止となってい

るため対象事業として認められますか。 

 

Ａ36：支給対象範囲は支給要領３．支給の要件を参照ください。 

  なお、問いの事例であれば、地域医療構想の達成に向け必要なものであるか 

という観点から 

例えば、 

・ 単なる個々の病院の病床削減ではなく、２病院間における病床機能分

化・連携を図っているものであるか 

・ 将来の医療需要や地域の実情を踏まえ、有床診療所となった際の病床

機能が地域医療構想の実現に沿ったものであり、２つの有床診療所を

存続させることについて合理性があるか 

  等を確認し、地域医療構想調整会議の議論及び都道府県医療審議会の意見

を踏まえ、個別具体的に判断した上で、対象とすることが考えられますので、

統合前後で医療機関数が減少せず有床診療所を含む再編についてご不明な

点等ございましたら地域医療計画課へお問い合わせください。 

 

Ｑ37：給付金の返還となった場合は、代表病院に返還を求めることとなるので 

しょうか。 

 

Ａ37：代表病院に求めることとなります。 
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Ｑ38：統合前から統合後における機能ごとの病床数の増減について、統合関係病

院等間の移転病床および回復期機能からの転換等、病床移動にかかる考え

方の制限はありますか。 

 

Ａ38：対象 3区分以外から対象３区分への移転および転換はできません。  

※支給対象例については別紙を参照願いします。 
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４．病院の債務整理に必要な借入資金に対する支援給付金 

 

Ｑ39：複数の病院で協力して債務を引く継ぐ場合も対象となりますか。 

 

Ａ39：廃止される病院の債務を、複数の病院が当該債務を分担して引き継いで借

り換えを行ったことが、契約等の書面により明確な場合に限り対象として

差し支えありません。 

 

Ｑ40：支給額の算定方法を教えてください。 

 

Ａ40：以下の計算方法により、支給額を計算することとなります。 

 

＜金融機関から新たに受けた融資＞ 

Ａ 償還年次表において融資を受けた日から起算して 20 年までに支払うこと

となる利子総額（円） 

Ｂ 支払利率（％） 

Ｃ 支払利率別の融資期間（※） 

 

（※）融資を受けた日から通算して 20 年以内（支払利息が発生しない期間は通

算から除く）。 

 

①算定利率（Ｄ）の計算 

Ｄ＝ΣＢＣ／ΣＣ（％） 

 

②支給額（Ｅ）の計算 

【Ｄ≦年 0.5％の場合】 【Ｄ＞年 0.5％の場合】 
         0.5Ａ 
Ｅ＝Ａ（円）     Ｅ＝―――（円） 

               Ｄ 



スケジュール
時期 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

厚労省

都道府県

医療機関

※１ 地域医療構想調整会議及び都道府県医療審議会の開催時期について
補助金の交付事務を円滑に進める観点から、国の交付決定日までに開催し、意見を聴取することを求める。合わせて、地域医療構想調整会議又は都道府県医療審議会
において給付金を受け取ることが適当ではないと判断された場合は、速やかに国へ申請の取り下げを連絡すること。

※２ 許可病床数の変更を示す書類の写し（開設許可事項変更許可申請の許可書又は開設許可事項変更届出等を想定）について
当該資料は給付申請書の添付書類となるため、給付申請日までに病床削減に係る変更許可又は受理印が押印された届出が必要。
（実際に病床を削減する日付は許可日以降の日付（令和３年３月31日までに限る）でも可）

※３ 統合に関する計画書について
当該資料は給付申請書の添付書類となるため、給付申請日までに全ての統合関係病院等の計画に対する合意が必要。

※４ 残債引継に関する申し合わせ書、公認会計士等による意見聴取書、統合によって廃止となる病院の残債返済のために新たに受けた融資の貸付契約書について
これらの資料は給付申請書の添付資料となるため、給付申請日までに残債引継に係る申し合わせ、意見聴取の実施、融資契約の締結が必要。
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病床機能再編支援補助金・各種給付金の
交付までのスケジュール案（全体版）

1



提出者⇒受領者 都道府県⇒厚生労働省 医療機関⇒都道府県

事業要望
（12月4日期限）

（事業計画書) 第２号様式_別表１事業計画書
（支給申請書）支給申請額算定シート/病床移転にかかる概要

[任意]

交付申請
（2月中旬期限予定）

（事業計画書)第２号様式_交付申請書
（事業計画書)第２号様式_別紙１経費所要額調
（事業計画書)第２号様式_別表１事業計画書
（そ の 他）開設許可事項変更許可申請書の許可書

又は開設許可事項変更届出書の写し等※1

（支給申請書）支給申請額算定シート/病床移転にかかる概要
（支給申請書）地域医療構想を推進するための病床削減支援給

付金支給申請書兼口座振込依頼書
（そ の 他）開設許可事項変更許可申請書の許可書

又は開設許可事項変更届出書の写し等※1

調整会議および医療審議会
（交付決定まで）

（そ の 他）削減計画の説明資料※2

令和３年３月３１日まで
（そ の 他）開設許可事項変更許可申請書の許可書

又は開設許可事項変更届出書の写し等※1

事業完了後1か月以内
（4月10日期限）

（事業計画書)第３号様式_事業実績報告書

各種給付金の交付までの提出資料とスケジュール
令和２年度地域医療構想を推進するための病床削減給付金

病床削減給付金における提出書類

※１ 開設許可事項変更許可申請書の許可書又は開設許可事項変更届出書等の写し等について
（１）開設許可事項変更許可申請の許可書又は受理印が押印された開設許可事項変更届出等の写し等が給付申請期限までに間に合わない場合、

許可権者への提出前の申請書又は届出書の写しであっても認められるものとする。
（２）都道府県が継続して進捗を管理することも踏まえて、病院等は申請日（予定）又は届出日（予定）を記載した状態で都道府県へ提出すること。

予定されていた申請日又は届出日を超えた場合、都道府県は速やかに交付申請を取り下げること。
（３）病院は許可書又は受理印が押印された届出書を受け取り次第、速やかに都道府県へ提出すること。

令和３年３月31日までに病院から許可書又は受理印が押印された届出が都道府県へ提出されない場合は、交付決定された場合であっても返還対象となる。
※２ 削減計画の説明について
（１）説明資料は任意だが、平成30年度病床機能報告、令和元年度病床機能報告、削減後における区分ごとの許可病床数、稼働病床数等の説明と意見聴取を行うこと。
（２）聴取結果や削減計画の説明資料については、都道府県内で管理すること。
（３）令和元年度病床機能報告から令和２年３月31日までの期間で再編を行いかつ本事業に申請する医療機関は、改めて当該期間における区分ごとの稼働病床数についても

意見聴取を行うこと。
（４）調整会議、医療審議会の意見聴取の手法については、今般の新型コロナウィルスの感染状況等を踏まえ、web会議形式やメール等の略式の場合であっても認められる。 2



提出者⇒受領者 都道府県⇒厚生労働省 医療機関⇒都道府県

事業要望
（12月4日期限）

（事業計画書) 第２号様式_別表２事業計画書 （支給申請書）支給申請額算定シート [任意]

交付申請
（2月中旬期限予定）

（事業計画書)第２号様式_交付申請書
（事業計画書)第２号様式_別紙１経費所要額調
（事業計画書)第２号様式_別表１事業計画書
（そ の 他）統合に関する計画書※1

（支給申請書）支給申請額算定シート
（支給申請書）地域医療構想を推進するための統合支援給付金支給申請書

兼口座振込依頼書
（そ の 他）統合に関する計画書※1

調整会議および医療審議会
（交付決定まで）

（そ の 他）統合計画の説明資料※2

事業完了後1か月以内
（4月10日期限）

（事業計画書)第３号様式_事業実績報告書

各種給付金の交付までの提出資料とスケジュール
令和２年度地域医療構想を推進するための統合支援給付金

統合支援給付金における提出書類

※１ 統合に関する計画書について
（１）統合に関する計画書については任意の様式とするが、以下の内容について必ず加味すること。

－ 統合に関する合意の内容 （合意日、統合後の医療体制、移転を伴う場合は立地等）
－ 統合に関するスケジュール
－ 統合に関する資金計画（廃止病院に残債がある場合はその処理計画）

※２ 統合計画の説明資料について
（１）説明資料は任意だが、統合計画に関する概要を説明すること。過去に調整会議や医療審議会にて意見聴取している計画であっても、改めて令和２年度中の

調整会議又は医療審議会にて説明することで、今年度内の計画合意とみなす。
（２）令和２年度中に着工している事業は、本支援対象事業とは関わらない既存事業とし、本支援対象事業としては認めない。
（３）聴取結果や統合計画の説明資料については、都道府県内で管理すること。
（４）調整会議、医療審議会の意見聴取の手法については、今般の新型コロナウィルスの感染状況等を踏まえ、web会議形式やメール等の略式の場合であっても認められる。

3



提出者⇒受領者 都道府県⇒厚生労働省 医療機関⇒都道府県

事業要望
（12月4日期限）

（事業計画書) 第２号様式_別表２事業計画書 （支給申請書）支給申請額算定シート [任意]

交付申請
（2月中旬期限予定）

（事業計画書)第２号様式_交付申請書
（事業計画書)第２号様式_別紙１経費所要額調
（事業計画書)第２号様式_別表１事業計画書
（そ の 他）統合に関する計画書※1

（支給申請書）支給申請額算定シート
（支給申請書）地域医療構想を推進するための病院の債務整理に

必要な借入資金に対する支援給付金支給申請書兼口座振込依頼書
（そ の 他）令和2年度地域医療構想を推進するための病院の債務整理に

必要な借入資金に対する支援給付金における公認会計士等
による手続実施報告書

（そ の 他）新たに受けた融資の貸付契約書の写し及びこれに係る償還年次表
（そ の 他）国税の納税証明書
（そ の 他）社会保険料納入証明書
（そ の 他）労働保険料等納入証明書
（そ の 他）医療機関統合支援給付金の申請を行っている場合は申請書の写し

調整会議および医療審議会
（交付決定まで）

（そ の 他）統合計画の説明※

事業完了後1か月以内
（4月10日期限）

（事業計画書)第３号様式_事業実績報告書

各種給付金の交付までの提出資料とスケジュール
令和２年度地域医療構想を推進するための利子補給給付金

利子補給給付金における提出書類

※ 統合計画の説明資料について
（１）説明資料は任意だが、統合計画に関する概要を説明すること。過去に調整会議や医療審議会にて意見聴取している計画であっても、改めて令和２年度中の

調整会議又は医療審議会にて説明することで、今年度内の計画合意とみなす。
（２）聴取結果や統合計画の説明資料については、都道府県内で管理すること。
（３）調整会議、医療審議会の意見聴取の手法については、今般の新型コロナウィルスの感染状況等を踏まえ、web会議形式やメール等の略式の場合であっても認められる。
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統合後 対象3区分 330床 (10%以上削減)統合前 対象3区分 400床

4

令和２年度地域医療構想を推進するための病床削減支援給付金、統合支援給付金
支給対象例

C病院 病床機能報告
稼働病床数

対象３区分 0床

回復期 100床

B病院 病床機能報告
稼働病床数

対象３区分 150床

回復期 0床

A病院 病床機能報告
稼働病床数

対象３区分 250床

回復期 50床

C病院
（廃院）

統合後
許可病床数

統合支援
支給対象病床

病床削減
支給対象病床

対象３区分 0床 0床 0床

回復期 0床 - -

A病院 統合後
許可病床数

統合支援
支給対象病床

病床削減
支給対象病床

対象３区分 280床 0床 0床

回復期 0床 - -

B病院 統合後
許可病床数

統合支援
支給対象病床

病床削減
支給対象病床

対象３区分 50床 70床 0床

回復期 150床 - -

シミュレーション事例

3病院を2病院へ統合するプラン。①A病院に急性期機能を一部集約、②B病院へ回復期機能を集約、③C病院を廃止としている。
下図の条件である場合、統合支援給付金における支給対象病床はB病院において70床。病床削減給付金における支給対象病床は全ての病院で0床とな
る。

①対象３区分が100床減少しているが回復期が150床増加しており、全体の病床数
が増加しているため病床削減支援給付金の支給対象外

②対象３区分が100床減少しているがうち30床分はA病院へ移転し残るため、移転
病床数を差し引いた70床が統合支援給付金の支給対象
統合前対象3区分150床－移転病床数30床－統合後許可病床数50床＝支給対象病床70床

対象3区分が統合前後ともに0床であるため統合支援、病床削減ともに支給対象外

対象3区分が30床増加しているため統合支援、病床削減ともに支給対象外

70床削減

B病院からA病院へ30床移転 250床⇒280床

A病院からB病院へ50床移転 50床⇒0床

B病院からA病院へ30床移転 150床⇒120床
更に70床削減 120床⇒50床

A病院から50床、C病院から100床を
B病院へ移転 0床⇒150床

C病院からB病院へ100床移転 100床⇒0床

※統合支援給付金は、計画に合意した上で申請した年度、病床削減給付金は
実際に病床削減を行い申請した年度となるため、支給タイミングには乖離が生じる

※対象3区分以外から対象3区分へ30床転換は不可

５


